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日田市地域公共交通確保維持協議会規約 

 

（目的） 

第１条 日田市地域公共交通確保維持協議会（以下「協議会」という。）は、次に掲げる

事項を協議することを目的として設置する。 

（１）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定に基づく地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）

及び第２７条の１６の規定に基づく地域公共交通利便増進実施計画（以下「利便増

進実施計画」という。）の策定及び実施に関する事項 

（２）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路運送法施行規則（昭和２６年運

輸省令第７５号）の規定に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバ

ス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送

サービスの実現に必要となる事項 

（協議事項） 

第２条 協議会は第１条各号に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。 

（１）交通計画及び利便増進実施計画の策定並びに変更の協議に関する事項 

（２）交通計画及び利便増進実施計画の実施の協議並びに連絡調整に関する事項 

（３）交通計画及び利便増進実施計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

（４）地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様等の協議に関する事項 

（５）路線の休止又は廃止に関する事項 

（６）自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（７）前６号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、以下の委員をもって組織する。 

(1) 日田市長 

(2) 九州運輸局大分運輸支局長 

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者（日田バス株式会社） 

(4) 日田市タクシー協会 

(5) 一般社団法人大分県バス協会 

(6) 一般社団法人大分県タクシー協会 

(7) 鉄道事業者（九州旅客鉄道株式会社） 

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

(9) 住民又は利用者の代表 

(10) 大分県西部振興局 

(11) 大分県日田土木事務所 

(12) 大分県日田警察署 

(13) 日田市の交通施策関係担当部長 

(14) 学識経験者 

(15) その他日田市長が必要と認める者 

（会長及び職務代理者） 

第４条 協議会に会長を置き、前条第１号の委員をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は構成員の３分の２以上の出席（代理出席及び委任出席を含む。）により成立す

る。 

３ 会議の議決方法は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な

議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。  

６ 前５項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

(協議結果の尊重義務) 

第７条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重

しなければならない。 

（幹事会） 

第８条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会

に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（運賃料金部会） 

第９条 協議会は旅客輸送に係る運賃及び料金（以下「運賃等」）を協議するため、運賃

料金部会をおく。 
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２ 運賃料金部会は、道路運送法第９条第４項及び第９条の３第３項に定める協議会と

する。 

３ 運賃料金部会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保す

る必要がある路線又は営業区域に係る運賃等に関する事項 

（２）その他運賃料金部会が必要と認める事項 

４ 運賃料金部会の委員は、次に掲げる者とする。 

（１）日田市長又はその指名する者 

（２）当該運賃等を定めようとする旅客自動車運送事業者 

（３）九州運輸局大分運輸支局長又はその指名する者 

（４）住民又は利用者の代表 

５ 運賃料金部会に部会長をおき、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充て

る。 

６ 部会長は、運賃料金部会を代表し、部会務を総括する。 

７ 部会長に事故がある場合には、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理す

る。 

８ 運賃料金部会の議事は、原則として全会一致をもって決するものとする。ただし、

意見が分かれたときは、出席委員の４分の３以上の賛成で決するものとする。 

９ 部会長は運賃料金部会での協議結果を、速やかに会長に報告するものとする。 

10 前項までに定めるもののほか、運賃料金部会の運営に関して必要な事項は、部会長

が運賃料金部会に諮り定める。 

（分科会） 

第１０条 第２条第１項第１号に掲げる業務について、専門的な調査、検討を行うため、

必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、日田市地域振興部地域振興課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充

てる。 

 

（監査） 

第１３条 協議会に監査委員を２名置く。 

２ 協議会の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会

長であった者がこれを決算する。  

（委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が

別に定める。 

附 則 

１ この規約は、平成２３年５月３０日から施行する。 

２ 第６条本文の規定に関わらず協議会発足時の最初の委員の任期について、２年とあ

るのは、平成２５年１月３１日とする。 

附 則 

１ この規約を、平成２４年５月２８日に改正する。 

２ この規約を、平成２６年２月１０日に改正する。 

３ この規約を、平成２８年４月 １日に改正する。 

４ この規約を、平成２９年２月２１日に改正する。 

５ この規約を、令和５年１月２７日に改正する。 

６ 第６条本文の規定に関わらず令和５年１月２７日規約改正時の最初の委員の任期に

ついて、２年とあるのは、令和７年３月３１日とする。 

７ この規約を、令和６年２月２０日に改正する 

８ この規約を、令和６年６月２１日に改正する 
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8
3

7
9
,4

4
3

8
4
,1

8
9

有
田
線

2,174
910

―
―

―
―

山
手
線

1,228
451

―
―

―
―

計
3,402

1,361
―

―
―

―

串
川
線

357
313

473
418

538
391

堂
尾
線

836
694

555
516

639
540

月
出
山
線

685
508

538
553

531
411

高
花
線

412
505

440
356

251
287

大
鶴
線

1,454
1,270

1,021
816

580
327

尾
当
線

297
276

225
157

111
183

計
4,041

3,566
3,252

2,816
2,650

2,139

13,010
11,377

10,539
10,550

10,907
11,016

20,453
16,304

13,791
13,366

13,557
13,155

10,473
8,104

7,425
8,956

10,171
13,809

74
―

―
―

―
―

―
429

729
302

519
869

5,192
4,682

4,422
4,323

3,814
3,135

3,964
1,818

―
―

―
―

1,378
466

―
―

―
―

6,944
5,481

5,532
5,320

5,136
6,195

2,321
1,311

1,791
2,161

1,714
1,958

209
23

―
―

―
―

3,753
3,394

2,745
2,427

2,341
2,845

15,896
13,020

11,527
10,207

10,185
10,192

53
55

28
39

32
24

50,257
38,783

34,199
33,735

33,912
39,027

175
99

225
217

253
220

237
125

151
258

222
119

1,284
891

959
937

792
649

261
241

161
325

281
246

245
251

148
106

59
30

685
669

625
430

418
595

111
113

72
113

152
168

72
23

4
0

8
1

君
迫

北
友

田
―

13
16

20
48

6

座
目

木
―

1,069
1,984

1,554
1,066

892

星
払

高
瀬

―
169

468
393

463
422

有
田

市
役

所
（
東

有
田

）
―

206
621

904
1,043

728

有
田

市
役

所
（
西

有
田

）
―

17
104

221
189

182

夜
明

関
町

―
275

836
645

466
320

高
井

町
―

61
169

313
382

387

三
春

原
―

36
151

140
77

100

―
―

―
―

17
221

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

75
28

―
―

―
―

254
287

199
134

156
122

0
0

0
0

0
0

117
130

73
63

59
23

224
117

12
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,740
4,820

6,978
6,773

6,151
5,431

7
4
,4

5
0

5
9
,9

0
7

5
4
,9

6
8

5
3
,8

7
4

5
3
,6

2
0

5
7
,6

1
3

1
6
3
,1

9
7

1
3
2
,2

0
7

1
2
3
,4

3
7

1
2
5
,6

5
7

1
3
3
,0

6
3

1
4
1
,8

0
2

神
杉

野
線

（
杷

木
発

～
前

津
江

柚
木

コ
ミ

セ
ン

）
7
,0

2
8

4
,7

1
5

4
,0

1
2

3
,7

3
4

4
,5

4
7

4
,4

1
8

神
杉

野
線

（
浮

羽
発

～
前

津
江

柚
木

コ
ミ

セ
ン

）
1
,1

7
2

5
3
5

3
2
7

3
9
0

4
9
2

3
5
7

大
交

北
部

1
4
,7

5
9

2
3
,4

2
1

1
7
,0

2
6

2
2
,0

1
7

2
0
,0

5
5

1
6
,5

7
4

1
8
6
,1
5
6

1
6
0
,8
7
8

1
4
4
,8
0
2

1
5
1
,7
9
8

1
5
8
,1
5
7

1
6
3
,1
5
1

令
和

４
年

度
(R

3
.1

0
.1

～
Ｒ

4
.9

.3
0
)

日
田
市
公
共
交
通
利
用
者
数
実
績

令
和

元
年

度
(H

3
0
.1

0
.1

～
Ｒ

1
.9

.3
0
)

令
和

２
年

度
(R

1
.1

0
.1

～
Ｒ

2
.9

.3
0
)

令
和

６
年

度
(R

5
.1

0
.1

～
Ｒ

6
.9

.3
0
)

各
年

度
９

月
末

現
在

令
和

３
年

度
(R

2
.1

0
.1

～
Ｒ

3
.9

.3
0
)

令
和

５
年

度
(R

4
.1

0
.1

～
Ｒ

5
.9

.3
0
)

↓

8,958

13,446
17,641

14,652

26,241

25,641

8,149

13,013

23,299

23,135

12,644
8,526

総
合
計

19,833

29,343

市内・夜明循環バス年間利用者数
杷
木
循
環
線

杷
木
線

天
瀬
森
町
線

市
営
上
・
中
津
江
バ
ス

小
計

路線バス(日田バス)

利用者数

杖
立
線
(
日
田
～
杖
立
）

福
島

【
お

で
か

け
支

援
】

（※
R

2は
7月

豪
雨

災
害

対
応

を
含

む
）

袋
【
お

で
か

け
支

援
】

出
羽

【
お

で
か

け
支

援
】

（※
R

2は
7月

豪
雨

災
害

対
応

を
含

む
）

漆
原

【
お

で
か

け
支

援
】

大
釣

【
お

で
か

け
支

援
】

小
計

乗合デマンド（お出かけ支援）タクシー利用者数

本
城

（
※

R
2
は

7
月

豪
雨

災
害

対
応

を
含

む
）

山
浦

（
※

R
2
は

7
月

豪
雨

災
害

対
応

を
含

む
）

宮
園

高
倉

前
津

江
赤

石
（
H

2
7
.7

～
H

2
9
.1

）
小

野
線

（
H

2
9
.9

～
1
2
）

三
春

原
【
お

で
か

け
支

援
】

伏
木

大
鶴

～
済

生
会

大
鶴

求
来

里
三

池
・
池

辺市
内

周
辺

部
合

計

大
山

市
内

合
計

（
日

田
市

内
の

み
運

行
分

）

西
鉄

中
日

線
（
R

1
か

ら
柿

坂
～

日
田

）
※

以
前

は
耶

馬
渓

（
旬

彩
館

）
～

日
田

高
塚
森
町
線

高
塚
線
（
H
2
6
.
5
廃
止
→
H
3
0
再
開
　
※
1
/
1
～
3
の
み
）

29,194
25,762

杖
立
線
(
日
田
～
松
原
ダ
ム
）

杖
立
線
(
日
田
～
大
山
振
興
局
）

五
馬
線

大
野
線

出
野
線

小
鹿
田
線
（
日
田
～
皿
山
）

小
鹿
田
線
（
下
藤
山
～
皿
山
）

済
生
会
線

※
R

2
.4

 バ
ス

路
線

廃
止

に
伴

う
乗

合
ﾃ
ﾞﾏ

ﾝ
ﾄﾞ7

路
線

追
加

19,577

夜
明
循
環
線
(
H
2
9
～
関
循
環
含
む
)

25,565

小
計

市
内
中
心
部
合
計

コミュニティバス

（上記以外）の年間利用者数

廃
止
代
替
バ
ス

福
祉
バ
ス

32,307

27,502

33,009
市
内
循
環
バ
ス

ひ
た
は
し
り
号

21,831

4
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目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
施
策
及
び
取
組
の
実
施
時
期
と
実
施
主
体
は
、
以
下
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

 

 

基
本
方
針

 
施
策

 
取
組

 

基
本
方
針
１

 

持
続
可
能
な
公
共
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持

確
保

 

１
)公

共
交
通
網
の
再
編

 

①
既
存
地
域
公
共
交
通
の
確
保
・
維
持

 

②
公
共
交
通
の
再
編
に
よ
り
新
た
に
生
じ
る
公
共
交
通
空
白

 
地
域
に
対
す
る
代
替
手
段
の
検
討

 

③
効
率
的
・
効
果
的
な
交
通
網
の
充
実

 

④
公
共
交
通
の
運
転
手
の
確
保

 

2
)利

便
性
の
向
上

 

⑤
わ
か
り
や
す
い
時
刻
表
や
マ
ッ
プ
の
作
成
と
情
報
提
供

 

⑥
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
の
検
討

 

⑦
全
て
の
人
に
や
さ
し
い
車
両
へ
の
更
新

 

⑧
市
営
上
・
中
津
江
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
運
賃
見
直
し
の
検
討

 

基
本
方
針
２

 

ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か

ら
み
た
公
共
交
通
に
か

か
る
周
辺
施
策
と
の
連

携
 

１
)こ

れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

を
支
え
る
公
共
交
通
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
強
化

 

⑨
多
分
野
と
の
政
策
連
携

 

⑩
高
齢
者
の
お
出
か
け
機
会
の
創
出

 

⑪
観
光
ま
ち
づ
く
り
に
合
致
し
た
周
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

 

基
本
方
針
３

 

地
域
全
体
で
公
共
交
通

を
創
り
上
げ
・
守
り
・
育

て
る

 

１
)市

民
協
働
体
制
の
構
築

 

⑫
交
通
事
業
者
・
地
域
と
連
携
し
た
効
果
的
な
地
域
公
共
交
通

の
運
行
・
運
営

 

⑬
住
民
・
交
通
事
業
者
・
市
の
協
働
体
制
づ
く
り

 

⑭
公
共
交
通
の
利
用
促
進
に
向
け
た
啓
発
活
動

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.62
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実
施
予
定
時
期

 
実
施
主
体

 

R
5

 

年
度

 

R
6

 

年
度

 

R
7

 

年
度

 

R
8

 

年
度

 

R
9

 

年
度

 

日田市 
交通事業者 

市民 

その他（関係団体等） 

取
組
①

 
鉄
道
及
び

B
R

T
・
路
線
バ
ス
・
ひ
た
は
し
り

号
・
福
祉
バ
ス
・
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
（
バ

ス
）
・
タ
ク
シ
ー
の
効
率
的
運
用
に
つ
い
て
調

査
・
検
討
を
行
う
。

 

 
 

 
 

 
◎

 
◎

 
〇

 
〇

 

取
組
②

 
乗
合
タ
ク
シ
ー
（
デ
マ
ン
ド
運
行
等
）
の
運
行

や
タ
ク
シ
ー
を
積
極
的
に
利
活
用
す
る
。

 
 

 
 

 
 

◎
 
〇

 
〇

 
〇

 

取
組
③

 
日
田
市
街
地
に
お
け
る
ひ
た
は
し
り
号
の
更

な
る
充
実
や
大
山
地
区
に
お
け
る
デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー
実
証
実
験
、
広
域
圏
の
公
共
交
通
と

の
連
携
強
化
を
行
う
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎
 
〇

 
 

 

取
組
④

 
運
転
手
確
保
の
取
組
を
行
う
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

 
◎

 
 

 

取
組
⑤

 
わ
か
り
や
す
く
、
使
い
や
す
い
時
刻
表
や
交
通

マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎

 
〇

 
 

 

取
組
⑥

 
市
内
全
域
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入

を
検
討
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

 
◎

 
 

 

取
組
⑦

 
低
床
・
環
境
対
応
車
両
や
小
型
車
両
の
導
入
を

推
進
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

 
◎

 
 

 

取
組
⑧

 
市
営
上
・
中
津
江
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
運
賃
体
系

見
直
し
を
検
討
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎

 
〇

 
 

 

取
組
⑨

 
公
共
交
通
に
か
か
わ
り
の
深
い
部
署
と
、
政
策

連
携
を
図
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎

 
◎

 
〇

 
〇

 

取
組
⑩

 
高
齢
者
の
お
出
か
け
機
会
を
創
出
す
る
た
め

の
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
等
を
検
討
す
る
。

 
 

 
 

 
 

◎
 
◎

 
〇

 
〇

 

取
組
⑪

 
観
光
ニ
ー
ズ
の
多
い
地
域
を
想
定
し
た
ル
ー

ト
設
定
を
検
討
し
つ
つ
、
既
存
路
線
で
行
き
に

く
い
観
光
地
等
に
つ
い
て
は
、
観
光
ル
ー
ト
の

開
発
等
を
検
討
す
る
。

 

 
 

 
 

 
◎

 
〇

 
 

〇
 

取
組
⑫

 
市
民
や
民
間
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
連
携
し
、

公
共
交
通
の
利
用
促
進
を
図
る
ほ
か
、
交
通
事

業
者
と
連
携
し
、
公
共
交
通
事
業
の
生
産
性
向

上
に
か
か
る
調
査
・
研
究
等
を
行
う
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎
 
◎

 
◎

 
〇

 

取
組
⑬

 
公
共
交
通
の
利
用
者
を
参
集
し
た
地
域
座
談

会
を
開
催
し
、
地
域
自
ら
が
主
体
と
な
り
移
動

手
段
の
確
保
や
公
共
交
通
利
用
環
境
の
改
善

な
ど
を
実
施
、
そ
れ
を
交
通
事
業
者
と
行
政
が

サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
つ
く
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎
 
〇

 
◎

 
〇

 

取
組
⑭

 
市
民
の
意
識
が
公
共
交
通
の
積
極
的
な
利
用

に
つ
な
が
る
た
め
の
バ
ス
の
乗
り
方
教
室
な

ど
の
啓
発
活
動
を
行
う
。

 
 

 
 

 
 

◎
 
〇

 
〇

 
 

①
 

R
5
～

9
で
調
査
・
検
討

 

②
 

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

③
 
市
街
地
：

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

④
 

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

⑥
 

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

⑦
 

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

⑤
 

R
5
で
検
討
、

R
6
～

9
で
実
施

 

⑧
 

R
5
～

9
で
調
査
・
検
討

 

⑨
 

R
5
～

9
で
実
施

 

⑪
 

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

⑫
 

R
5
～

9
で
調
査
･
検
討

 

⑬
 

R
5
～

9
で
実
施

 

⑭
 

R
5
～

9
で
実
施

 

③
 
広
域
圏
：

R
5
～

9
で
調
査
･
検
討

 

⑩
 

R
5
～

9
で
検
討
・
実
施

 

実
施
主
体
：
◎
･
･
･
中
心
的
な
立
場
で
実
施
、
○
･
･
･
協
力
的
な
立
場
で
実
施

 

取
組
の
概
要

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.63
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６
-２

-２
 施

策
の
内
容

 

目
 
標

 
１

 
持
続
可
能
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
確
保

 

 
施
策

 
１
）
公
共
交
通
網
の
再
編

 

 

取
組
①

 

取
組
の
概
要

 

①
既
存
地
域
公
共
交
通
の
確
保
・
維
持

 

〇
鉄
道
及
び

B
R

T
・
路
線
バ
ス
・
ひ
た
は
し
り
号
・
福
祉
バ
ス
・
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
（
バ
ス
）
・

タ
ク
シ
ー
の
効
率
的
運
用

 

・
効
率
的
で
効
果
的
な
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
た
め
、
交
通
事
業
者
間
で

連
携
し
つ
つ
、
鉄
道
及
び

B
R

T
・
路
線
バ
ス
・
ひ
た
は
し
り
号
・
福
祉
バ
ス
・
デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー
（
バ
ス
）
・
タ
ク
シ
ー
の
効
率
的
運
用
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
を
行
い
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
市
民
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

取
組
②

 

取
組
の
概
要

 

②
公
共
交
通
の
再
編
に
よ
り
新
た
に
生
じ
る
公
共
交
通
空
白
地
域
に
対
す
る
代
替
手
段
の
検
討

 

・
バ
ス
が
サ
ー
ビ
ス
縮
小
・
路
線
撤
退
し
た
場
合
の
代
替
手
段
と
し
て
は
、
交
通
安
全
性
の
確
保
、

さ
ら
に
は
交
通
資
源
の
有
効
活
用
等
の
観
点
か
ら
、
乗
合
タ
ク
シ
ー
（
デ
マ
ン
ド
運
行
等
）
の

運
行
や
タ
ク
シ
ー
を
積
極
的
に
利
活
用
し
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
市
民
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

取
組
③

 

取
組
の
概
要

 

③
効
率
的
・
効
果
的
な
交
通
網
の
充
実

 

〇
日
田
市
街
地
に
お
け
る
交
通
網

 

・
日
田
市
街
地
に
お
け
る
移
動
利
便
性
の
向
上
と
さ
ら
な
る
回
遊
促
進
に
向
け
、
循
環
型
交
通

の
更
な
る
充
実
を
図
り
ま
す
。
な
お
、
既
存
の
ひ
た
は
し
り
号
の
サ
ー
ビ
ス
改
善
の
１
つ
と

し
て
市
街
地
の
潜
在
的
な
需
要
が
見
込
ま
れ
る
地
域
へ
の
乗
り
入
れ
を
検
討
し
ま
す
。

 

・
市
街
地
を
運
行
す
る
バ
ス
は
、
住
居
や
公
共
施
設
等
が
集
積
し
た
エ
リ
ア
な
ど
に
運
行
を
限

定
し
、
効
率
的
・
効
果
的
な
移
動
環
境
を
構
築
し
ま
す
。

 

 

〇
周
辺
部
に
お
け
る
交
通
網

 

・
地
区
内
移
動
の
利
便
性
向
上
の
一
環
と
し
て
、
大
山
地
区
に
お
い
て
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
等

の
実
証
実
験
を
行
い
ま
す
。

 

 

〇
広
域
圏
の
公
共
交
通
と
の
連
携
強
化

 

・
大
分
県
の
ほ
か
、
西
部
圏
構
成
町
、
中
津
市
等
の
周
辺
市
町
や
関
係
機
関
等
と
連
携
し
つ
つ
、

国
内
外
の
交
流
人
口
の
拡
大
に
資
す
る
広
域
交
通
網
の
構
築
に
努
め
ま
す
。

 

・
特
に
、
県
と
連
携
し
、
鉄
道
・
バ
ス
路
線
・
タ
ク
シ
ー
・
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
等
、
複
数
の
公

共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
を
高
め
る
、

M
a
a
S
等
の
検
討
を
行
い
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者

 

 

取
組
④

 

取
組
の
概
要

 

④
公
共
交
通
の
運
転
手
の
確
保

 

・
交
通
事
業
者
は
主
体
的
に
運
転
手
確
保
の
取
組
を
行
い
ま
す
。

 

・
交
通
事
業
者
の
限
ら
れ
た
資
源
（
人
・
車
両
）
の
合
理
的
な
活
用
を
図
り
、
路
線
バ
ス
運
行
の

効
率
化
を
行
い
ま
す
。

 

・
市
は
主
催
の
企
業
説
明
会
等
へ
交
通
事
業
者
の
参
加
を
促
す
な
ど
の
情
報
提
供
を
行
い
、
交
通

事
業
者
と
と
も
に
雇
用
機
会
の
創
出
に
努
め
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
交
通
事
業
者
、
日
田
市

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.64
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6
5
 

 目
 
標

 
１

 
持
続
可
能
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
確
保

 

 
施
策

 
２
）
利
便
性
の
向
上

 

 

取
組
⑤

 

取
組
の
概
要

 

⑤
わ
か
り
や
す
い
時
刻
表
や
マ
ッ
プ
の
作
成
と
情
報
提
供

 

〇
市
民
・
来
街
者
に
わ
か
り
や
す
い
バ
ス
マ
ッ
プ
・
路
線
図
等
の
作
成
と
情
報
提
供

 

・
公
共
交
通
の
路
線
図
や
時
刻
表
等
を
記
載
し
た
「
公
共
交
通
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
、
各
公
共
交

通
機
関
の
乗
り
継
ぎ
等
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
で
利
用
促
進
を
図
り
ま
す
。

 

・
観
光
客
等
の
来
訪
者
が
行
き
た
い
場
所
に
行
く
の
に
分
か
り
や
す
い
情
報
を
提
供
す
る
た
め
、

路
線
図
等
を
作
成
し
、
交
通
拠
点
等
に
掲
示
す
る
こ
と
で
、
多
目
的
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
情

報
提
供
を
行
い
ま
す
。

 

 〇
使
い
や
す
い
公
共
交
通
時
刻
表
の
作
成

 

・
路
線
バ
ス
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
な
ど
、
市
内
の
地
域
公
共
交
通
を
全
て
網
羅
し
た
総
合
的

な
公
共
交
通
時
刻
表
を
作
成
し
ま
す
。
な
お
、
市
役
所
（
振
興
局
等
含
む
）
、
地
区
公
民
館
、

医
療
機
関
、
商
業
施
設
な
ど
市
民
が
集
う
主
要
な
施
設
に
留
め
置
き
し
ま
す
。

 

 〇
公
共
交
通
の
時
刻
表
・
マ
ッ
プ
の
戦
略
的
配
布

 

・
作
成
し
た
公
共
交
通
の
時
刻
表
や
マ
ッ
プ
は
全
戸
配
布
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
自
主
的
に
公
共

交
通
で
の
移
動
に
行
動
変
容
し
て
も
ら
い
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
免
許
返
納
者
や
市
内
へ
の

転
入
者
等
の
手
元
に
作
成
物
が
確
実
に
届
く
配
布
方
法
（
例
：
市
役
所
窓
口
で
の
恒
常
的
配
布
）

を
検
討
・
実
施
し
ま
す
。

 

 〇
交
通
情
報
の
発
信

 

・
S

N
S
の
活
用
に
よ
り
、
幅
広
い
層
に
対
し
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
情
報
発
信
を
行
う
こ
と

を
検
討
し
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者

 

 

取
組
⑥

 

取
組
の
概
要

 

⑥
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
の
検
討

 

・
支
払
い
時
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
市
内
全
域
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
（
例
：
ひ
た

p
a
y
や

Q
R
コ
ー
ド
決
済
、
交
通
系

IC
カ
ー
ド
決
済
）
の
導
入
を
検
討
し
ま
す
。

 

 
実
施
主
体

 
交
通
事
業
者
、
日
田
市

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.65
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6
6
 

 

取
組
⑦

 

取
組
の
概
要

 

⑦
全
て
の
人
に
や
さ
し
い
車
両
へ
の
更
新

 

・
バ
ス
車
両
の
更
新
は
、
低
床
・
環
境
対
応
車
両
や
小
型
車
両
の
導
入
を
推
進
し
ま
す
。

 

・
日
田
市
は
関
係
機
関
と
連
携
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
車
両
が
利
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
や
周

知
・
利
用
促
進
な
ど
を
行
い
ま
す
。

 

 ■
低
床
バ
ス
の
導
入
（
市
内
循
環
バ
ス
「
ひ
た
は
し
り
号
」
）

 

 

    

 

■
小
型
車
両
の
導
入
（
日
田
市
営
バ
ス
）

 

       ■
ひ
た
は
し
り
号

 

      

 

 
実
施
主
体

 
交
通
事
業
者
、
日
田
市

 

 

取
組
⑧

 

取
組
の
概
要

 

⑧
市
営
上
・
中
津
江
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
運
賃
見
直
し
の
検
討

 

・
対
キ
ロ
運
賃
か
ら
エ
リ
ア
均
一
運
賃
等
に
運
賃
体
系
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者

 

 

 

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.66

9



6
7
 

 

目
 
標

 
２

 
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
み
た
公
共
交
通
に
か
か
る
周
辺
施
策
と
の
連
携

 

 
施
策

 
１
）
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

 

 

取
組
⑨

 

取
組
の
概
要

 

⑨
多
分
野
と
の
政
策
連
携

 

・
公
共
交
通
に
関
わ
り
の
深
い
観
光
、
福
祉
等
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
部
署
や
地
域
の
関
係
者
と

話
し
合
い
、
必
要
な
も
の
は
何
か
、
共
に
で
き
る
も
の
は
な
い
か
等
、
よ
り
効
果
的
な
移
動
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
構
築
に
向
け
、
政
策
連
携
を
図
り
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
市
民
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

取
組
⑩

 

取
組
の
概
要

 

⑩
高
齢
者
の
お
出
か
け
機
会
の
創
出

 

・
高
齢
者
の
日
常
生
活
・
社
会
参
加
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
介
護
予
防
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ

り
、
外
出
意
欲
の
向
上
、
外
出
機
会
の
増
加
に
も
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
気
軽
に
移
動

で
き
る
環
境
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

 

・
イ
ベ
ン
ト
開
催
案
内
チ
ラ
シ
等
へ
の
公
共
交
通
の
具
体
的
な
利
用
方
法
の
記
載
に
つ
い
て
検

討
、
実
施
し
ま
す
。

 

・
公
民
館
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
併
せ
、
高
齢
者
を
対
象
に
「
公
共
交
通
を
利
用
し
て
み
よ

う
！
」
を
実
施
、
実
際
に
バ
ス
等
を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
を
検
討
、
実
施
し
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
市
民
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

取
組
⑪

 

取
組
の
概
要

 

⑪
観
光
ま
ち
づ
く
り
に
合
致
し
た
周
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

 

・
市
内
の
交
通
拠
点
と
観
光
施
設
、
宿
泊
施
設
等
を
連
絡
す
る
路
線
に
つ
い
て
、
特
に
観
光
ニ
ー

ズ
の
多
い
地
域
を
想
定
し
た
ル
ー
ト
設
定
を
検
討
し
ま
す
。

 

・
観
光
分
野
で
は
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
来
訪
者
の
ス
ム
ー
ズ
な
市
内
周
遊
を
実
現
す

る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
手
段
の
充
実
を
図
り
ま
す
（
進
撃
の
巨
人
等
観
光
ト
レ
ン
ド
を
見
据
え
た

観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
と
の
連
携
等
）
。

 

・
既
存
路
線
で
行
き
に
く
い
観
光
地
等
に
つ
い
て
は
、
ア
ク
セ
ス
向
上
の
た
め
、
タ
ク
シ
ー
利
用

の
P

R
や
情
報
発
信
、
観
光
ル
ー
ト
の
開
発
等
を
検
討
し
ま
す
。

 

・
公
共
交
通
を
補
完
す
る
手
段
と
し
て
自
転
車
を
活
用
し
た
周
遊
観
光
の
仕
組
み
づ
く
り
を
行
い

ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.67
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6
8
 

 目
 
標

 
３

 
地
域
全
体
で
公
共
交
通
を
創
り
上
げ
・
守
り
・
育
て
る

 

 
施
策

 
１
）
市
民
協
働
体
制
の
構
築

 

 

取
組
⑫

 

取
組
の
概
要

 

⑫
交
通
事
業
者
・
地
域
と
連
携
し
た
効
果
的
な
地
域
公
共
交
通
の
運
行
・
運
営

 

・
利
用
促
進
啓
発
チ
ラ
シ
の
配
布
や
市
の
広
報
等
を
活
用
し
、
鉄
道
や
バ
ス
等
の
地
域
公
共
交
通

の
各
種
情
報
な
ど
を
広
く
周
知
し
て
い
き
ま
す
。

 

■
日
田
市
（

R
5
年

2
月
号
）

 

                      ・
市
が
定
期
的
に
利
用
状
況
を
把
握
し
、
自
治
会
長
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
公
民
館
関
係
者

等
の
協
力
の
も
と
、
広
報
誌
や
バ
ス
車
両
等
で
利
用
状
況
を
利
用
者
や
沿
線
地
区
住
民
に
報
告

し
ま
す
。
な
お
、
利
用
が
著
し
く
少
な
い
等
の
特
定
地
区
等
に
お
い
て
は
、
年
に
複
数
回
の
座

談
会
・
報
告
会
の
開
催
を
行
い
ま
す
。

 

 ・
医
療
機
関
や
商
業
施
設
等
と
協
力
し
合
っ
て
、
公
共
交
通
利
用
者
を
増
や
す
た
め
の
取
組
を
行

い
ま
す
。

 

例
：
地
域
公
共
交
通
の
利
用
促
進
を
促
す
情
報
媒
体
（
チ
ラ
シ
等
）
の
留
め
置
き

 

例
：
路
線
バ
ス
・
コ
ミ
バ
ス
沿
道
の
民
間
施
設
（
公
共
施
設
、
医
療
施
設
、
商
業
施
設
）
の

敷
地
を
活
用
し
た
待
合
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

 

 ・
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
移
動
確
保
策
の
実
施
が
困
難
な
地
域
で
、
地
域
住
民
が
互
助
に
よ
る

移
動
手
段
の
確
保
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
取
り
組
む
意
向
が
あ
る
場
合
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
が
行
う

「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
や
道
路
運
送
法
上
の
「
許
可
・
登
録
を
要
し
な
い
輸
送
」
に
つ
い

て
、
地
域
と
共
に
導
入
に
向
け
た
調
査
、
検
討
を
行
い
ま
す
。

 

 

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
市
民
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.68
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6
9
 

 

取
組
⑬

 

取
組
の
概
要

 

⑬
住
民
・
交
通
事
業
者
・
市
の
協
働
体
制
づ
く
り

 

・
公
共
交
通
の
利
用
者
（
特
に
高
頻
度
利
用
者
）
を
参
集
し
た
地
域
座
談
会
を
開
催
し
、
地
域
自

ら
が
主
体
と
な
っ
て
移
動
手
段
の
確
保
や
公
共
交
通
利
用
環
境
の
改
善
な
ど
を
実
施
し
、
そ
れ

を
交
通
事
業
者
と
行
政
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
つ
く
り
ま
す
。

 

 ■
日
田
市

H
3

0
地
域
座
談
会
①

 
 

 
 

 
 

 ■
日
田
市

H
3

0
地
域
座
談
会
②

 

         

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
市
民
、
交
通
事
業
者
、
そ
の
他
（
関
係
団
体
等
）

 

 

取
組
⑭

 

取
組
の
概
要

 

⑭
公
共
交
通
の
利
用
促
進
に
向
け
た
啓
発
活
動

 

・
市
民
の
意
識
が
公
共
交
通
の
積
極
的
な
利
用
に
つ
な
が
る
た
め
の
バ
ス
の
乗
り
方
教
室
な
ど
の

啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
（
対
象
：
地
域
住
民
、
各
種
事
業
所
等
）
。

 

・
J
R

日
田
駅
を
中
心
と
し
つ
つ
、
鉄
道
（
駅
前
広
場
・
駅
舎
・
車
両
等
）
を
最
大
限
活
用
し
た

賑
わ
い
づ
く
り
・
公
共
交
通
の
愛
着
度
向
上
等
を
行
い
ま
す
。

 

・
車
庫
に
待
機
し
て
い
る
車
両
（
空
き
車
両
等
）
等
を
活
用
し
て
、
車
両
に
乗
る
だ
け
も
楽
し
い

仕
掛
け
・
工
夫
を
講
じ
て
、
公
共
交
通
の
新
し
い
価
値
を
官
民
連
携
し
て
創
造
し
ま
す
。

 

 
 
＜
例
＞

 

 
 

 
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
バ
ス
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
電
車

 

 
 

 
・
地
産
地
消
に
関
す
る
商
品
等
を
車
両
に
乗
せ
て
走
る
マ
ル
シ
ェ
バ
ス
（
買
い
物
バ
ス
）

 

 
 

 
・
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
や
ク
リ
ス
マ
ス
等
に
お
け
る
車
内
装
飾
と
運
転
席
で
記
念
撮
影
会

 

 
 

 
・
働
く
車
（
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
）
の
洗
車
体
験

 

 

■
日
田
市
バ
ス
の
日
イ
ベ
ン
ト
風
景

 

         

 
実
施
主
体

 
日
田
市
、
交
通
事
業
者
、
市
民

 

 

（
R

4
.9

.2
3
日
田
駅
前
広
場
を
中
心
に
開
催
）

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.69
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6
0
 

６
-
２

 
計
画
の
目
標
及
び
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
施
策
・
実
施
主
体

 

６
-２

-１
 計

画
の
目
標
及
び
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
施
策
・
実
施
主
体
の
全
体
像

 

 
基
本
理
念

 
 

基
本
方
針
・
目
標

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

私
た
ち
の
暮
ら
し
を
守
る

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交

通
づ
く
り

 

 
目
標

 
１

 
持
続
可
能
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
確
保

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
標

 
２

 
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
み
た
公
共
交
通
に
か
か
る
周
辺
施
策
と

の
連
携

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
標

 
３

 
地
域
全
体
で
公
共
交
通
を
創
り
上
げ
・
守
り
・
育
て
る

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業
や
目
標
値
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
修
正
・
追
加
等
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

●
鉄
道
及
び

BRT（
日
田
市
内
駅
）
の
乗
車
数
 

目
標
値
（
R9）

 
800

人
/日

以
上
 

 ［
現

況
値
：

715
人
/
日
（
R3/

202
1）

］
 

 
●
路
線
バ
ス
の
年
間
利
用
者
数

 
目
標
値
（

R9）
 
65,000

人
/年

以
上
 

 ［
現

況
値
：
59
,876

人
/
年
（

R4/
202

2）
］ 

 
●
ひ
た
は
し
り
号
の
年
間
利
用
者
数
 

目
標
値
（
R9）

 
79,000

人
/年

以
上
 

 ［
現

況
値
：
71
,783

人
/
年
（

R4/
202

2）
］ 

 
●
タ
ク
シ
ー
の
年
間
利
用
者
数

 
目
標
値
（
R9）

乗
合
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ：

7,500
人

/年
以
上
 
［

現
況

値
：
6
,773

人
/
年
（

R4/
202

2）
］ 

目
標
値
（
R9）

ﾀｸｼｰ：
420

,000
人

/年
以
上
 
 ［

現
況

値
：
38
0,2

94
人

/年
（

R3/
202

1）
］ 

 
●
全
バ
ス
車
両
に
占
め
る
低
床
バ
ス
の
割
合
 

目
標
値
（
R9）

 
80％

 
 ［

現
況

値
：

55.
6％

（
R
4/2

022
）
］
 

 
●
公
共
交
通
へ
の
公
的
資
金
投
入
額

（
総
額
・
利
用
者
１
人
あ
た
り
・
市
民
１
人
あ
た
り
）
 

目
標
値
（
R9）

総
額
：
155,000

千
円
/年

度
未
満
［
現

況
値
：
15
4,670

千
円
/
年
度
（

R3/
202

1
）
］
 

目
標
値
（

R9）
利
用
者
：

970
円
/人

未
満
 

［
現

況
値
：

1,0
65

円
/人

（
R
3/2

021）
］
 

目
標
値
（

R9）
市
民
：
2,800

円
/人

未
満
 

［
現

況
値
：

2,4
77

円
/人

（
R
3/2

021）
］
 

 

●
ひ
た
は
し
り
号
の
収
支
率
 

目
標
値
（

R9）
 
31％

 
 

 
［

現
況

値
：

30.
6％

（
R
3/2

021
）
］
 

●
観
光
入
込
客
数
 

目
標
値
（
R9）

 
260

万
人
 

［
現

況
値
：

1,9
12,

341
人
（
R3/

202
1）

］
 

 ●
特
定
観
光
施
設
の
最
寄
り
バ
ス
停
で
の
乗
降
客
数
 

目
標
値
（
R9）

 
８
人
/
日
 

［
現

況
値
：

５
人
/
日
（

R4/
202

2）
］
 

 ●
高
齢
者
（
65

歳
以
上
）
の
公
共
交
通
利
用
割
合
 

目
標
値
（
R9）

 
３
割
以
上
 

 ［
現

況
値
：

28.
6％

（
R
4/2

022
）
］
 

 

●
評
価
指
標

（
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
）
●
活
動
指
標

（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
）
 

 
 

【
数
値
目
標
】
 

 
 

●
民
間
施
設
を
活
用
し
た
待
合
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
 

目
標
値
（
R9）

 
１
箇
所

/年
以
上
新
設
    

［
現

況
値
：

－
］
 

 ●
乗
り
方
教
室
参
加
者
の
公
共
交
通
利
用
増
加
割
合
 

目
標
値
（
R9）

 
１
割
以
上
 
 
 
 
 
 

［
現

況
値
：

－
］
 

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.60
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6
1
 

  ◆
評
価
指
標
の
目
標
値
算
出
根
拠

 

基
本
方
針

 
評
価
指
標

 
目
標
値
算
出
根
拠

 

基
本
方
針
１

 

持
続
可
能
な
公
共
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

維
持
確
保

 

鉄
道
及
び

B
R

T
（
日
田
市
内
駅
）

の
乗
車
数

 
人
口
減
少
や
新
し
い
生

活
様
式
の
普
及
等
を
踏

ま
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の

影
響
に
よ
り
落
ち
込
ん

だ
利
用
者
数
の
現
況
値

か
ら
、

1
割
増
し
を
目

指
し
、
目
標
に
設
定

 

コ
ロ
ナ
前
と
の
比
較

 

8
8

.8
％

 

路
線
バ
ス
の
年
間
利
用
者
数

 
9

0
.4
％

 

ひ
た
は
し
り
号
の
年
間
利
用
者
数

 
9

4
.6
％

 

タ
ク
シ
ー
の
年
間
利
用
者
数

 
6

5
.4
％

 

全
バ
ス
車
両
に
占
め
る
低
床
バ
ス

の
割
合

 

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
基
本
方
針
に
お
け
る

 

次
期
目
標
（

2
0

2
1
令
和
３

)年
度
～

2
0

2
5

(令

和
７

)年
度
）
で
は
、
乗
合
バ
ス
車
両
の
総
車
両

数
か
ら
適
用
除
外
認
定
車
両
を
除
い
た
車
両
数

に
占
め
る
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
の
割
合
を
約

8
0
％
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
上
を
目
指
し
、

目
標
に
設
定

 

公
共
交
通
へ
の
公
的
資
金
投
入
額

（
総
額
・
利
用
者
１
人
あ
た
り
・
市

民
１
人
あ
た
り
）

 

・
公
的
資
金
投
入
額
･･･概

ね
現
状
と
同
程
度
で
あ

る
こ
と
を
目
指
し
、
目
標
に
設
定

 

・
利
用
者
数
･･･現

況
値
の

1
割
増
し
を
目
指
し
、

目
標
設
定
に
反
映

 

・
人
口
･･･今

後
の
人
口
減
少
を
考
慮
し
、
目
標
設

定
に
反
映

 

ひ
た
は
し
り
号
の
収
支
率

 
・
概
ね
現
状
以
上
を
目
指
し
、
目
標
に
設
定

 

基
本
方
針
２

 

ま
ち
づ
く
り
の
視
点

か
ら
み
た
公
共
交
通

に
か
か
る
周
辺
施
策

と
の
連
携

 

観
光
入
込
客
数

 
・
観
光
振
興
基
本
計
画
の
目
標
設
定
を
踏
襲

 

特
定
観
光
施
設
の
最
寄
り
バ
ス
停

で
の
乗
降
客
数

 

・
大
山
ダ
ム
（
現
状
の
最
寄
り
バ
ス
停
：
中
川
原
）

と
道
の
駅
水
辺
の
郷
お
お
や
ま
（
最
寄
り
バ
ス

停
：
水
辺
の
郷
お
お
や
ま
前
）
を
対
象
と
し
て
、

概
ね

1
.5

倍
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、

目
標
に
設
定

 

高
齢
者
の
公
共
交
通
利
用
割
合

 

・
5
年
に

1
回
の
計
画
策
定
前
の
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
を
通
じ
て
、
「
月
に

1
回
以
上
公
共
交
通
を

利
用
す
る
」
と
回
答
し
た
高
齢
者
の
割
合
が
３
割

以
上
い
る
こ
と
を
目
指
し
、
目
標
に
設
定

 

基
本
方
針
３

 

地
域
全
体
で
公
共
交

通
を
創
り
上
げ
・
守

り
・
育
て
る

 

民
間
施
設
を
活
用
し
た
待
合
ス
ペ

ー
ス
の
確
保

 

・
1
年
に

1
箇
所
以
上
を
新
設
、
計
画
期
間
内
に

5

か
所
以
上
の
確
保
を
目
指
し
、
目
標
に
設
定

 

乗
り
方
教
室
参
加
者
の
公
共
交
通

利
用
増
加
割
合

 

・
参
加
者
に
対
す
る
効
果
測
定
（
一
定
期
間
経
過
後

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
を
通
じ
て
、
「
公
共
交
通
を

月
に

1
回
以
上
利
用
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た

割
合
が

1
割
以
上
い
る
こ
と
を
目
指
し
、
目
標

に
設
定

 

日
田

市
地

域
公

共
交

通
計

画
 P.61
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日田市地域公共交通利便増進実施計画イメージ図

中津

小鹿田

大鶴

尾当
高花

月出山

森町

五馬

杖立

浮羽

串川

堂尾

■路線バス（コミュニティバス・自家用旅客運送含む）の廃線及び、潜在的な需要が見込まれる地域への
乗り入れを検討し、交通網を再編することで運行の効率化と利用者の利便性の向上を図る。

利便増進事業の内容

〇路線バスの乗合デマンドタクシー移行
・市周辺部を運行する民間路線バス、福祉バスについて
利用率が低い路線を廃止し、自宅付近まで乗り入れる
乗合デマンドタクシーへ移行

〇ひたはしり号（コミュニティバス）の再編
・潜在的な需要が見込まれる地域への乗り入れを検討

〇結節点の見直し及び環境整備
・バスの運行ルート見直しに併せて、バス同士や、他の
交通モードとの接続先となる結節点の位置の見直しや、
当該バス停の環境整備を行う

〇わかりやすい時刻表やマップの作成
・公共交通全体の路線図や時刻表等を記載した「公共交
通マップ」を作成し、各公共交通機関の乗継等をわか
りやすくすることで利用を促進する

令和８年４月１日～令和１０年３月３１日

計画期間

日田駅・日田BT

民間路線バス

福祉バス
（自家用有償旅客運送）

ひたはしり号

ひたはしり号の再編

路線バスの乗合デマンド
タクシー移行

結節点の見直し
及び環境整備

別紙１－２
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九
 
運

 
交

 
企

 
第

2
9
号

令
和

７
年

５
月

１
９

日

日
田

市
地

域
公

共
交
通
確
保
維
持
協
議
会

会
長

　
椋

野
　

美
智
子
　
殿

九
 
州

 
運

 
輸

 
局

 
長

（
公

　
印

　
省

　
略
）
 

　
令

和
７

年
４

月
８
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
「
令

和
７

年
度

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

費
補

助
金
（

地
域

公
共

交
通

利
便
増
進
事
業
（
利
便
増
進
計
画
策

定
事

業
）

）
」

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の
執

行
の

適
正

化
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

の
規

定
に

よ
り

、
令

和
７

年
５

月
１
９

日
付

け
国

総
地

第
７
８
号
を
も
っ
て
国
土
交
通
大
臣

が
下

記
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
を

決
定

し
た

の
で

、
同
法

第
８

条
の

規
定

に
よ
り
通
知
す
る
。

１
．

補
助

対
象

事
業

地
域

公
共

交
通
利
便
増
進
事
業

※
内

容
別

紙

２
．

補
助

対
象

経
費
及
び
補
助
金
額
は
、
次
の
と
お

り
と

す
る

。

補
助

対
象

経
費
　
　
金

8
,
2
0
6
,
0
0
0

円

補
助

金
の

額
　
　
　
金

3
,
1
2
8
,
0
0
0

円

３
．

補
助

対
象

事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
補
助
対

象
事

業
に

係
る

地
域

公
共

交
通

利
便

増
進

事
業

の
実

施
に

関
す
る

計
画

に
即

し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

４
．

補
助

対
象

事
業
者
は
、
適
正
化
法
、
補
助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
３

０
年

政
令
第
２
５
５
号
）
及
び
地
域
公
共
交

通
確

保
維

持
改

善
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
和
７
年
度
地
域
公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

費
補

助
金

（
地

域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業

（
利

便
増

進
計

画
策

定
事

業
）

）
交

付
決

定
通

知
書

記
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（
別

紙
）

補
助

対
象

事
業

者
名
 
：
 
日
田
市
地
域
公
共
交
通

確
保

維
持

協
議

会
（

単
位

：
円
）

【
名

称
】

 
着
手

予
定

日
：

8
,
2
0
6
,
0
0
0

3
,
1
2
8
,
0
0
0

【
内

容
】

 
完
了

予
定

日
：

・
路

線
バ

ス
の

利
用
状
況
及
び
乗
継
拠

点
等

に
係

る
現

状
調
査


・
再

編
・

見
直

し
の
方
向
性
の
検
討


・
計

画
（

案
）

の
と
り
ま
と
め


・
協

議
会

の
開

催




令
和

8
年

3
月

3
1
日

補
助

対
象

事
業

の
名
称
及
び
内
容

補
助

対
象

事
業

の
着

手
及

び
完

了
予

定
日

補
助

対
象

経
費

補
助

金
額

日
田

市
地

域
公

共
交
通
利
便
増
進
実
施

計
画

策
定

調
査

業
務

交
付

決
定

日
以

降

令
和
７
年
度
地
域
公

共
交

通
確

保
維

持
改

善
事

業
費

補
助

金

（
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業
（

利
便

増
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利用者の減少

事業所の
利益の悪化

サービスの
低下

公共交通の
悪循環

　令和７年度以降、現在の公共交通の利用状況
を踏まえ、利用者の少ない路線を見直します。

　今は車を運転している人も、免許証を返納する
頃には、路線がなくなっているかもしれません。

　日田市には、様々な公共交通があります。
　皆さんは、何が走っていて、どのくらい市の財源が使われているかを知っ
ていますか？　今号では、「日田市障がいによる差別を解消し、誰もが心
豊かに暮らせるまちづくり条例」のイメージキャラクター「ポップスくん」と共に、
市の公共交通の現状をお届けします。

問地域振興課公共交通係☎㉒８３５６（市役所６階）

日田市の公共交通の予算

乗 っ て 残 そ う 地 域 の 宝
公共交通を

次の世代に

現在、公共交通の運行のために、

市の公費が１年間で約　　　　　　           

使われています。

また、その額は年々増加しています。

１億６千万円
市内の公共交通一覧

ＪＲ久大本線

福岡県久留米市と大分市を結ぶ、JR九州の鉄道福岡県久留米市と大分市を結ぶ、JR九州の鉄道
路線。日田市内の駅は、夜明駅・光岡駅・日田駅・路線。日田市内の駅は、夜明駅・光岡駅・日田駅・
豊後三芳駅・豊後中川駅・天ヶ瀬駅・杉河内駅。豊後三芳駅・豊後中川駅・天ヶ瀬駅・杉河内駅。

市内循環バス「ひたはしり号」

�市内中心部を運行しているコミュニティバス。A・
B・Cの３つのコースに分かれており、１回１００円
で乗車できる。

民間路線バス

日田バス㈱が運行する「小鹿田線」「日田 - 森町日田バス㈱が運行する「小鹿田線」「日田 - 森町
線」「五馬線」「杖立線」と、大交北部バス㈱が運線」「五馬線」「杖立線」と、大交北部バス㈱が運
行する「中津日田線」がある。行する「中津日田線」がある。

福祉バス

�公共の移動手段が少ない遠隔地と市内中心部間公共の移動手段が少ない遠隔地と市内中心部間
を、スクールバスの空き時間を利用して運行。１日を、スクールバスの空き時間を利用して運行。１日
１往復を原則に、現在６路線を運行している。１往復を原則に、現在６路線を運行している。

高速バス

����日田市内と九州各地を結ぶ、高速道路等を利用す
る長距離路線バス。市外に行く場合や通勤通学、
日田への観光等に利用されている。

ＪＲ日田彦山線ＢＲＴひこぼしライン

JR九州が令和５年８月２８日から、添田駅～夜明・JR九州が令和５年８月２８日から、添田駅～夜明・
日田駅間を運行しているバス。彦山駅～宝珠山駅日田駅間を運行しているバス。彦山駅～宝珠山駅
の約１４ｋｍは、BRT専用道として線路敷を走行しの約１４ｋｍは、BRT専用道として線路敷を走行し
ている。ている。

乗合デマンドタクシー

���JRや民間路線バスが運行していない地域の人の���JRや民間路線バスが運行していない地域の人の
通院や買い物などへの移動手段を確保するため、通院や買い物などへの移動手段を確保するため、
予約に応じて運行する乗合タクシー。全２１路線あ予約に応じて運行する乗合タクシー。全２１路線あ
り、電話予約をすると、自宅から最寄りのバス停又り、電話予約をすると、自宅から最寄りのバス停又
は駅まで利用できる。は駅まで利用できる。

上 ・ 中津江デマンドバス

��上・中津江地区全域と大山町、小国町の一部を上・中津江地区全域と大山町、小国町の一部を
予約に応じて運行するデマンドバス。電話予約をす予約に応じて運行するデマンドバス。電話予約をす
ると、自宅から地区内の目的地まで利用できる。ると、自宅から地区内の目的地まで利用できる。

公共交通を利用するメリット    選

０１ ０２ ０３ ０４

自由に過ごすうちに
目的地に到着

時間を有効活用できる

自由な時間

車を運転することによる
事故のリスクを
回避できる

安心安全

輸送量当たりの
バスのCO₂排出量が
自家用車の半分以下

環境に優しい

歩く機会が多くなり
日常的な運動量が

増加する

健康に良い

４

利用者が減ると、公共交通の存続の危機！　

東有田

小野

大鶴

夜明

五和

前津江

中津江

上津江

大山

天瀬

地区（エリア）別に、こんな公共交通が走っています

咸宜

桂林

日隈

若宮

三芳

高瀬

光岡

朝日

三花

西有田

￥ 令和５年度利用者１人当たりの公費投入額
令和５年度の利用者数

ポップスくん
　　�＠KAORU

令和５年度
財政負担額
（歳出額）

１６１,４５３,２５５円

1,783円￥

6,151人

652円￥

79,443人

上・中津江デマンドバス

路線バス

53,439,000円

31,399,281円

ひたはしり号

５1,781,853円

乗合デマンドタクシー

10,969,614円

福祉バス

１1,783,859円

２,8７９円￥

10,907人

4,447円￥

2,650人
１,619円 ※１￥

59,006人
※1��神杉野線・森町線・
中津日田線を除く。

しかし、利用者が増えれば、

路線の維持につながります

「

」

その他
2,079,648�円���

　日田市の公共交通一覧▶
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　　って 　　る公共交通
３月26日㈬に開催された、大鶴の住民グループ「ばぁばのO

オ ゴ ッ ソ
gosso」による「BRT

お買い物ツアー」。参加者の黒木さん（鶴河内町在住）に密着取材してきました！乗 守

BRT
お買い物ツアー

自宅から大鶴駅まで距離があるため、
いつもは車で市街地まで来る黒木さん。
今回、初めてデマンドタクシーとBRTを
利用しました。

黒木さんの感想

　普段は車なので、デマンド
タクシーの利用は今回が初
めてでした。運転手さんの
対応が丁寧で、車内では会
話も弾みました。今、運転で
きている人も、今後はデマン
ドタクシーが必要になる人も
多いと思います。今回、利
用できて良かったです。

出発～♪

その他の参加者の声

公共交通を使ったまちの散
策で、車では立ち寄る機会
のなかった個人商店に行け
たのが良かったです。

駅の近くに自宅がある人に
とっては、BRTの存在は大
きなメリットだと思います。

デマンドタクシーは、利用し
やすい路線がある一方、乗
り換え等で不便に感じる路
線もあり、もっと便利になる
とうれしいです。

「買物や病院に行きたいが、どこか
らどう乗れば良いのか分からない」
「生活をするために利用できる公共
交通を知りたい」

そんなときに、あなたの生活にあった
“わたしの時刻表”を作成できます。

下記窓口に、是非ご相談ください。

地域振興課公共交通係（市役所６階）

の 　　時刻表わたし

作ってみませんか？

の 　　　　　　  を考えたことはありますか？車 維持費Ｑ
1,000ccの車（購入費95万円のコンパクトカー）の場合

保険代
税金

駐車場代
ガソリン代

車両代・修理代

購入から廃車までの平均費用 ５００万円

参照／（一社）日本モビリティ・マネジメント会議ホームページ
　　　（�https://www.jcomm.or.jp/document/guidance/

cost/）

タクシー（大分県のおおよその運賃）の場合

参照／（一社）大分県タクシー協会ホームページ
　　　（https://www.oitakentaxi.jp/fare-rates/）

として     る公共交通担い手 守

　地域の人々の移動を支える公共交通。それらの運転手は、地域の縁の
下の力持ちとしての役割を担っています。
　しかし、今、そんな運転手が足りなくなり、路線の廃止や減便につながっ
ていることを知っていますか。運転をしてくれる運転手がいるからこそ、通勤・
通学、病院や買物に行くことができるのです。
　近年、女性でも働きやすい職場環境を整えている企業も増えており、女
性の採用も進められています。
　また、就職後に第二種運転免許の取得を支援する企業もあります。

デマンドタクシーに乗車

大鶴駅でBRTに乗り換え

JR日田駅に到着

名本駅に到着

JR日田駅でBRTに乗車レストランで食事会

買い物・商店街を散策

解散 デマンドタクシーで自宅へ

乗
車
時
間
６
分

乗
車
時
間
４６
分

乗
車
時
間
４３
分

乗
車
時
間
５
分

移動時間�計100分
乗車料金�計1,080円

バス運転手 タクシー運転手

　自分の生活スタイルに合わせた働き方が
できます。職場の雰囲気は明るく、分からな
い場所に行く際も先輩が優しく教えてくれます。
　人と話すのが好きで、運転が苦ではない
人におすすめの職業です！

　バスの運転手は、今まで知らなかったこと
や、まちの情報を聞くことができ、新しい発
見が多いです。勤務はシフト制ではあるもの
の、会社と相談できるので、希望する働き方
ができます。是非、一緒に働きませんか？

日田バス㈱

　田島さん

イサゴタクシー㈱

ドライバーの皆さん

運転手になって

公共交通を守ろう！

◉持っているだけでも 年間４２万円

※令和７年３月２６日現在の料金。

年間５５万円
◉一生懸命、倹約して乗って

１㎞　５５０円　２㎞　９００円
３㎞　1,200円
（160ｍごとに50円ずつ上がる）
迎車料金３００円／１回

３㎞の距離を週３回往復利用しても　 年間46万8千円

運転が好きなあなた！

好きなことを通じて、
地域を支えてみませんか？

「

」
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